


は　じ　め　に

　平成15（2003）年度から諏訪広域連合が保険者となり実施

しております介護保険事業につきましては、皆様の多大なご

支援とご協力を賜り心より感謝申し上げます。

　さて、高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度は、

平成12（2000）年4月の施行から24年が経過し、この間、介

護サービス提供基盤の整備の充実により、現在は高齢者やそ

の家族を支えるうえで欠かせない制度として定着してまいり

ました。

　一方、わが国では、令和7（2025）年には団塊の世代が後期

高齢者となり、令和22（2040）年にはその子供たちの世代が

65歳以上となるなど、高齢化はさらに進み医療や介護の必要性が更に見込まれています。高齢者

が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活していくことを可能にするため、多職種連携による

包括的な支援体制の構築・強化を図ることが必要となります。

　こうしたなか、当広域連合においては、構成市町村の特性に応じた生活支援や介護予防、認知

症施策等の地域づくりに向けた体制の整備・強化を進める「地域包括ケアシステム」を深化・推

進していくとともに、介護に従事する人材の確保と育成が必要不可欠となります。介護現場の様

子や介護職員として働いている方の声等を積極的に発信しながら、県や関係機関と連携・協力し、

継続して介護の仕事のイメージアップを図ってまいります。

　当広域連合では、これらを踏まえ中長期的な人口構造や介護ニーズの変化等を見据えて、令和6

（2024）年度から令和8（2026）年度までの３年間を対象年度とした「諏訪広域連合第９期介護保

険事業計画」を策定いたしました。

　今後は、構成市町村や関係機関等と連携を図りながら、本計画の基本理念の具現化に努めてま

いります。

　最後に、本計画の策定にあたり、「諏訪広域連合介護保険委員会」の委員の皆さまには、様々な

視点からご意見やご提言をいただきましたことに心から感謝を申し上げるとともに、本計画が着

実、円滑に実施されますよう圏域住民各位のご理解とご協力をお願いいたします。

　　令和６年３月

諏訪広域連合　　　　　　　　

　　広域連合長　金　子　ゆ か り
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